
  
 
 
 

 
 

  労 働 保 険 の年 度 更 新 時 期 および 

              労 働 保 険 料 率 の変 更  
 

◆申告・納付時期の変更 

労働保険料は毎年4月 1日から 5月 20日までの間

に申告・納付を行っていましたが、平成 21 年度から

は 6月 1日から 7月 10日までの間に行うことになり

ました。 

ただし労働保険料等の算定方法に変更はなく、従

来どおり、前年 4 月 1 日から当年 3 月 31 日までに支

払う賃金総額（支払うことが確定している賃金を含

みます）に保険料率を乗じて得た額で計算します。 

また、労働保険年度更新の申告書は今までは年度初

めの 4 月上旬までには事業所に送付されていました

が、平成 21 年度以降は 5 月末に送付される予定に 

なっています。 

 

◆分納の納期限の変更 

労働保険料は一定の条件によって 3 回に分けて納

付することができますが、この分納の期限が、7 月

10 日、10 月末日、1 月末日（労働保険事務組合は 7

月 10 日、11 月 14 日、2 月 14 日）に変更になります。 

 

◆労災保険料率の改正 

労災保険料率は、労災保険の財政均衡を保つため、

おおむね３年ごとに改正を行っています。今回は保

険料率の引き下げにより、事業主の保険料負担額は

年間で 1,827 億円の減少となる見込みです。これら

は労災事故発生状況の改善や社会復帰促進事業にか

かわる給付縮小などの影響が大きいとされています。 

全 54 業種のうち労災保険料率を引き下げるのは

38 業種、引き上げるのが 5 業種、据え置きが 11 業

種となっています。業種別にみると、建設事業では

8 業種中 7 業種で引き下げ、製造業では 25 業種中 18

業種で引き下げ、運輸業の 4 業種全部と、その他の

事業8業種5業種でそれぞれ引き下げとなりました。

建設事業に適用される労務費率や特別加入の保険料

率も改定になります。なお雇用保険料率も、この 4

月から改定されています。（右頁参照） 

 

  

 
 
      

雇 用 保 険 法 等 の一 部 改 正  

－ 概 要 に つ い て －  

     
 現在の厳しい雇用情勢を踏まえ、非正規労働者に対

するセーフティネット機能及び離職者に対する再就

職支援機能の強化を重点に、以下の内容の法改正が平

成 21 年 3 月 31 日に施行されました。 

※（5）については、平成 22 年 4 月 1 日施行 

 

(1)雇用保険料率の引き下げ 

失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成

21 年度に限り、1.2％→0.8％に 0.4％引下げる。 

(2)非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化 

①雇用保険の適用基準である｢1 年以上雇用見込 

み｣を｢6 か月以上雇用見込み｣に緩和する 

 また、労働契約が更新されなかったため離職した

有期契約労働者について、 

②受給資格要件である被保険者期間を12か月→6か

月に緩和(解雇等の離職者と同様の扱い) 

③給付日数を解雇等による離職者並にする 

(3)再就職が困難な場合の支援の強化 

解雇や労働契約が更新されなかったことによる離

職者について、年齢や地域を踏まえ特に再就職が

困難な場合に、給付日数を 60 日分延長する。 

(4)安定した再就職へのインセンティブ強化 

①｢再就職手当｣の支給要件を緩和し、給付率を 30％

→40％又は 50％へ引上げる 

②｢常用就職支度手当｣の対象範囲に年長フリーター

層を追加し、給付率を 30％→40％へ引上げる 

(5)育児休業給付の見直し 

①平成22年3月末まで引き上げている給付率の暫定

措置(40％→50％)を当分の間延長する 

②休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合

し、全額を休業期間中に支給する 

※(2)③、(3)、(4)は 3 年の暫定措置 

 

 以上が改正の概要ですが、詳細については、厚生労

働省のＨＰや関係窓口にてご確認下さい。 
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声
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老
舗
和
菓
子
店
の
経
営
者

が
急
逝
し
て
、
三
十
年
間
一

緒
に
働
い
て
き
た
長
男
の
Ａ

さ
ん
が
店
を
継
ぎ
ま
し
た
。

Ａ
さ
ん
に
は
兄
弟
姉
妹
が
五

人
あ
り
、
相
続
権
を
め
ぐ
り

争
い
に
な
り
ま
し
た
。 

 

結
局
は
、
Ａ
さ
ん
が
借
金

を
し
、
他
の
兄
弟
の
相
続
分

を
一
人
当
り
三
千
万
円
程
で

買
取
り
、
土
地
や
店
舗
を
取

得
し
ま
し
た
。「
月
七
百
万
円

の
売
上
で
、
十
五
年
間
、
百

万
円
を
払
い
続
け
る
。
兄
弟

達
は
安
楽
に
暮
ら
し
て
い
ま

す
よ
。
但
し
、
兄
弟
達
は
私

が
莫
大
な
遺
産
を
独
り
占
め

に
し
た
と
考
え
て
い
る
よ
う

だ
」
と
Ａ
さ
ん
は
語
る
。 

 

現
在
、
Ａ
さ
ん
は
次
の
後

継
者
と
相
続
を
真
剣
に
考
え

て
い
ま
す
。
既
に
二
度
も
遺

言
書
を
作
成
し
ま
し
た
。 

 

だ
が
、
最
近
上
の
息
子
と

話
を
し
て
愕
然
と
し
ま
し

た
。
「
兄
弟
の
た
め
に
借
金

す
る
く
ら
い
な
ら
、
不
動
産

を
売
っ
て
山
分
け
に
す
る

よ
。
資
金
が
あ
れ
ば
、
他
所

で
和
菓
子
店
で
も
別
の
商
売

で
も
出
来
る
か
ら
ね
」 

 


